
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
十
一
号

県

立

学

校

広
島
県
立
学
校
の
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

令
和
六
年
三
月
二
十
八
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

平

川

理

恵

広
島
県
立
学
校
の
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

広
島
県
立
学
校
の
短
時
間
勤
務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
人
事
評
価
に
関
す
る
訓
令

令
和
二
年
広
島
県

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る

附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

改

正

後

改

正

前

評
価
期
間
及
び
基
準
日

 

第
四
条

勤
務
成
績
評
価
の
評
価
期
間
は

短
時
間
勤

務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
が
開
始
す
る
日
か
ら

終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
し

任
期
が
終
了
す
る

日
を
基
準
日
と
す
る

た
だ
し

次
条
第
一
項
の
評

価
要
素
の
う
ち

同
条
第
三
項
の
評
価
書
に
定
め
る

実
績
の
評
価
に
つ
い
て
は

別
表
第
一
の
と
お
り
と

す
る

 

評
価
期
間
及
び
基
準
日

 

第
四
条

勤
務
成
績
評
価
の
評
価
期
間
は

短
時
間
勤

務
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
期
が
開
始
す
る
日
か
ら

終
了
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
し

任
期
が
終
了
す
る

日
を
基
準
日
と
す
る

 

勤
務
成
績
評
価
の
方
法

 

第
五
条

略

 

２
・
３

略

 

４

勤
務
成
績
評
価
に
お
け
る
評
価
の
基
準
は

別
表

第
二
の
と
お
り
と
す
る

 

勤
務
成
績
評
価
の
方
法

 

第
五
条

略

 

２
・
３

略

 

４

勤
務
成
績
評
価
に
お
け
る
評
価
の
基
準
は

別
表

の
と
お
り
と
す
る

 

別
表
第
二

略

 

別
表

略

 

区
分
 

対
象
 

評
価
基
準
日
 

ア
上
半
期
（
４
月
１
日
か
ら

９
月
30

日
ま
で
）

上
半
期
に
３
月
以
上
の
任
期
が

あ
る
場
合
 

任
期
が
終
了
す
る
日
（
1
0月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
勤
務
す
る

場
合
は
９
月
30日

）
 

イ
下
半
期
（
1
0月

１
日
か
ら

翌
年
３
月
31

日
ま
で
）

下
半
期
に
３
月
以
上
の
任
期
が

あ
る
場
合
 

任
期
が
終
了
す
る
日
 

ウ
４
月
１
日
か
ら
翌
年
３
月

3
1日

ま
で

ア
・
イ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
が
任
期
が
３
月
以
上
あ
る

場
合

任
期
が
終
了
す
る
日
 



令和 年 月　 年 月　 日 回

各項目につき該当する状況に○印をする

（ ）

[評価日令和 年 月 日]

（ ）

[評価日令和 年 月 日]

令和 年 月 日

【作成要領】

１ 　「実績」については、次の区分毎の評価基準日の２週間前を目途として評価を行い、実績の［評価日］

に評価した日を記入すること。

（注）年度当初から年度末にかけて任期が通年に渡る場合は、ア、イそれぞれで評価を行う。

２ 　「実績」以外の評価項目については、評価基準日（任期が終了する日）の２週間前を目途として評価を

行い、最終評価日欄に評価した日を記入すること。

ウ （4/1～3/31）
ア・イのいずれにも該当しないが任期が
３月以上ある場合

任期が終了する日

短時間勤務会計年度任用職員 勤務成績評価書

ア 上半期（4/1～9/30） 上半期に３月以上の任期がある場合
任期が終了する日（10/1以降も
引き続き勤務する場合は9/30）

イ 下半期（10/1～3/31） 下半期に３月以上の任期がある場合 任期が終了する日

そ の 他
特記事項

最終評価日
作成者
職・氏名

区分 対象 評価基準日

総合的な勤務状況 ５ ４ ３ ２ １

１

２ １

２回目　区分
５ ４ ３ ２ １

３

意欲 ５ ４ ３ ２

実績

１回目　区分
５ ４

１

勤務態度 ５ ４ ３ ２ １

能力 ５ ４ ３ ２

担当業務等
の内容

評価欄

評価要素
非常に
優秀

優秀 標準
やや
劣る

劣って
いる

ふりがな

氏　名

任　期 日～令和 「実績」評価 実施回数：

所　属　名

職　名 職員番号

別記様式（第５条関係） 

 

  



 
 

 

附 

則 

 
こ
の
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
は

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 


